
 

 

 

 

 

 

 

 

 

なかなか聞けない遺言の疑問や悩み。知らない，分からないままではあなたが損します。聞

きづらいことも無料相談会で解決しましょう。弁護士が丁寧にお答えいたします。 

ご参加は，おひとりでもご家族とでも結構です。ぜひお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※初回の方限定となります。事情によりお断りする可能性がございます。ご了承ください。 

会  場  弁護士法人萩原総合法律事務所 筑西本部（下館駅南口徒歩１分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本 部  下館駅南口から徒歩１分 

茨城県筑西市乙８２８番３ ＳＡＴＯＨビル２階 

℡ ０２９６-４８-８８７５ 

相談のご予約は👇こちら 

☎０２９６-４８-８８７５ 
（受付時間 平日９：００～１２：００、１３：００～１７：３０） 

 

【ＦＡＸ】裏面申込書に必要事項を記入し， 

送信をお願いいたします 

【メール】事務所ＨＰよりお問い合わせください 

 
完 全 予 約 制  秘 密 厳 守 

茨城県弁護士会所属   

弁護士 萩原 慎二   弁護士 平久 真   弁護士 小林 賢太朗 

https://www.hagiwara-law.or.jp/ 

ＦＡＸまたはメールをお申し込みいただいた場合， 

後日事務所より確認のお電話をさせていただきます。 



遺言無料相談会（７／１３） 申込書 

 《ＦＡＸ 0296-48-8895》 
※お分かりになる範囲で結構です。可能な限りご記入ください。 

 

相談日    年    月    日 生年月日 大 ・ 昭 ・ 平    年    月   日 

申 

込 

者 

お
名
前 

ふりがな   年齢 性 別 

  

歳 

男 ・ 女 

住 

所 

（実際にお住まいの住所を記入して下さい） 

〒 

連
絡
先 

連絡可能な 

電話番号を 

ご記入下さい 

携帯電話 （         ） 

電話番号 （         ） 

相談内容 
例・遺言の書き方が分からない。 

   ・兄弟のうち，長男にだけ相続させたいけどどうすればいいか？ 

   ・子供がいないので，妻（夫）に自分の財産をすべて相続させるためにどのような遺言を残すか？ 

   ・別れた妻に子供がいるけど，相続はさせたくない，今の妻や子供たちに相続させるにはどうすれば

いいか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 


